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◆「100 年安心」の年金制度

実現へ何が求められるか 
今回行われた公的年金の財政

検証では、今後の約 100 年を見

通して政府が公約する給付水準

の下限の 50%を何とか確保でき

ると結論付けましたが、50%維

持へのつじつま合わせの跡もう

かがえます。 

「100 年安心」をうたう年金制

度ですが、「100 年安心」の年金

制度を実現するためには、制度

改革の議論とともに、安定給付

のカギを握る経済成長と少子化

対策への戦略が必要です。年金

制度の安定には、「経済情勢回

復」と「出生率向上」の両輪が

欠かせないといえます。 

 

希望退職制度を実施す

る場合の注意点 
◆希望退職制度の実施企業数は？ 
新聞報道によれば、不況が本

格化した昨年の９月以降、正社

員の希望退職制度を実施した上

場企業は、全国で約 120 社に及

んでおり、希望退職の募集人員

は約２万人（このうち約 5,200

人が応募し、退職が決定してい

る）に上っているそうです。 

上場企業だけでこの数字なの

ですから、中小企業も合わせる

とこの数はさらに増え、多くの

企業が不況に苦しみ、人員削減

に踏み切らざるを得ない状況で

あることがわかります。 

◆希望退職制度とは？ 
希望退職制度は、退職金を増

額することなどを条件として、

あくまでも企業側と従業員側と

の「合意」に基づいて実施され

る制度です。従来、解雇回避の

ための、あるいは解雇等に先んじ

て行われるべき人員削減策とし

て用いられてきました。 

希望退職者の募集は、特定の労

働者に対して行われるのもので

はなく、会社全体もしくは少なく

とも事業場単位で行われるもの

とされています。一般に、希望退

職者の募集は労働契約解約のた

めの申込みの誘因であると考え

られますので、希望退職者の募集

自体は、使用者側からの解約の申

込みの意見表示ではありません。 

そして、労働者が応募すること

により、解約の申込みの意思表示

をしたことになります。そして、

会社がこれに対して承諾の意思

表示を行えば労働契約は終了し

ます。 

◆制度を実施する場合の手順 
企業の状況により異なる場合

もありますが、希望退職制度を実

施する際の一般的な手順は、次の

通りです。 

（１）募集対象・募集人員・募集

期間などの検討・設定 

（２）退職条件・退職予定日など

の検討・設定 

（３）労働組合や従業員代表との

協議 

（４）従業員への説明会の開催 

（５）希望退職募集の案内（１

次・２次・３次…） 

（６）応募受付、募集の締切り 

（７）合意書の作成など 

◆トラブル発生の回避が重要 
希望退職制度を実施する際に

は、労働者との間にトラブルが発

生しないような配慮が必要です。

特に、従業員の退職合意の任意性

を損なわないように十分注意す

る必要があり、退職に応じるよう

に個別の従業員を執拗に説得す

るなどの行為は、後々のトラブルに

繋がる可能性があります。 

 

雇用情勢の悪化と助成金

制度 
◆厳しい情勢が続く 
厚生労働省が発表した１月の有

効求人倍率は、前月より 0.06 ポイ

ント低い 0.67 倍で、2003 年９月以

来、５年４カ月ぶりの低水準を記録

しました。完全失業者の数は、前年

同月比 21万人増の 277万人に上っ

ています。世界的な金融危機と景気

後退を受け、生産・雇用情勢が一段

と悪化している折り、政府は様々な

雇用対策を打ち出しています。 

◆助成金による政府の雇用改善対策 
政府は雇用対策の一環として、助

成金制度の新設と要件緩和・要件拡

充を次々に打ち出しています。 

例えば、新たに「若年者等正規雇

用化特別奨励金」が創設されていま

す。これは、雇用改善を目指し正規

雇用を支援するもので、「採用内定

を取り消されて就職先が未決定の

学生等」または「年長フリーターお

よび 30 代後半の不安定就労者」を

正規雇用する事業主が、一定期間ご

とに引き続き正規雇用する場合に、

中小企業には総額 100 万円、大企

業には総額 50 万円の奨励金を支給

するものです。 

この他にも、｢雇用調整助成金」・

「中小企業緊急雇用安定助成金」、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励

金」、「離職者住居支援給付金」、

「介護未経験者確保等助成金」、

「特定求職者雇用開発助成金」な

ど、様々な助成金制度が創設され、

要件が緩和されています。 

 

 

 

 

（１）定期便の本体 

（２）説明書（冊子） 

（３）回答票 

（４）返信用封筒 

なお、自分の年金記録漏れに気

付いていない加入者については、

記録漏れを申し出るためのヒン

トとして、記録が漏れている期間

を示す書類（「あなた様の年金加

入記録に結び付く可能性のある

記録のお知らせ」）が同封される

ことになっています。 

この「ねんきん定期便」の詳細

やひな形等に関しては、社会保険

庁のホームページ（http://www.s

ia.go.jp/topics/2006/n1124.htm

l）でご覧いただくことができま

す。 

 

公的年金制度はこの先も

本当に大丈夫なのか？ 
◆２年連続でマイナス運用 
公的年金の積立金の市場運用

利回りが、２年連続でマイナスに

なる見通しだそうです。2007 年

度に５年ぶりのマイナスに転じ

て５兆 8,000 億円余りの損失を

出した運用利回りですが、国内外

の株価低迷を受け、2008 年度に

おける損失額は 10 兆円に達する

可能性もあるとされています。 

現行の公的年金制度は、向こう

約 100 年にわたり平均 4.1％の利

回りを確保できることを前提と

しています。この前提のハードル

の高さが鮮明となったことによ

り、年金制度の危うさが露呈して

います。 

◆財政検証による年金制度の見通し 

 社会保険労務士 

杉浦事務所便り 

現在、高齢者が受け取ることの

できる年金の財源は主に３つあ

ります。１つ目が「現役世代の支

払う保険料」、２つ目が「国庫負

担」、３つ目が「運用しつつ徐々

に取り崩す積立金」です。 

安定的に年金を受給できるか

どうかのカギを握るのは、制度の

支え手である現役層の厚さを決

める「出生率」と、積立金の運用

を左右する「経済情勢」です。近

年、出生率が下がり続けており、

また、経済情勢も悪化しているた

め、年金制度への不安がかなり高

まっています。 

厚生労働省は、５年ごとに行っ

ている公的年金の財政検証をこ

のたび実施しました。これによれ

ば、「所得代替率」（現役世代の

平均手取り収入に対して厚生年

金のモデル世帯の標準的な年金

受取額が何％になるかを示す比

率）は、将来も 50％を維持できる

と試算されています。この数字だ

けをみると、非常に良い数値だと

いえます。しかし、実際には、16

兆 2,000 億円あった累積収益は、

積立金の市場運用を始めた 2001

年度から 2006 年度末までに約９

割減り、昨年末時点で 1 兆 7,000

億円弱にまで減っています。年金

の主な給付財源の１つである積

立金が減っているにもかかわら

ず、試算上は「50％給付」を維持

できることとなるのは、経済が安

定的な成長軌道に戻る、年金制度

の担い手が増えるなどといった

甘い見通しで計算を行っている

からだと言わざるを得ません。 

４月から発送が開始され

る「ねんきん定期便」 
◆「特別便」の成果はいかに？ 
社会保険庁は、2007 年の年末

から 2008 年の秋にかけて、すべ

ての年金受給者と加入者（約１億

900 万人）に対して、「ねんきん

特別便」の発送を行いました。し

かし、思ったほどの効果は上がっ

ていないようです。この「特別便」

への回答率は、昨年 12 月末時点

で 63％にとどまっており（その

うち約 14％に当たる 991 万人が

自分の記録に「漏れ」や「間違い」

があると回答しています）、当初

の予想よりもだいぶ低い結果と

なっています。 

◆「ねんきん定期便」とは？ 
今年の４月からは、年金加入者

（国民年金・厚生年金の被保険

者。約 7,000 万人）に対し、「ね

んきん定期便」の送付が始まりま

す。社会保険庁は、これにより年

金記録の「再点検」を求めるとし

ています。なお、送付の周期は「毎

年誕生月に送付」となっていま

す。この「定期便」では、「特別

便」とは異なり、記録の改ざんな

ども見抜けるような工夫がなさ

れるようです。自分の年金加入記

録（履歴）に加え、（１）標準報

酬月額、（２）将来の年金見込額、

（３）保険料の納付実績も記載さ

れることとなっています。 

◆「定期便」に封入される予

定のもの 
この「定期便」には、基本的に

は以下のものが封入されること

になっています。 
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